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国際放射線防護委員会（ICRP）勧告と国内法令の比較 

職業被ばく 公衆被ばく 
国際放射線 
防護委員会
（ICRP） 

2007年勧告 

放射線障害の防止に
関する法令 
（日本） 

平成24年3月時点 

国際放射線 
防護委員会
（ICRP） 

2007年勧告 

放射線障害の防
止に関する法令

（日本） 
平成24年3月時点 

実効線量の 
線量限度 

定められた5年間の
平均が20mSv 
いかなる1年も
50mSvを超えるべき
でない 

勧告に同じ 

1mSv/年（例外的
に5年間の平均が年
あたり1mSvを超え
なければ、単一年
に限度を超えるこ
とが許される場合
がある） 

線量限度の規定
はない（事業所
境界の線量限度、
排気排水の基準
は1mSv/年を基
に設定してい
る） 

等
価
線
量
の 

 

線
量
限
度 

眼水晶体 150mSv/年 150mSv/年 15mSv/年 ― 
皮膚 500mSv/年 500mSv/年 50mSv/年 ― 
手先、 
足先 500mSv/年 ― ― ― 

職業人 
（女子の場合） 
の線量限度 

妊娠の申告以降の妊
娠期間に胎児の等価
線量(子宮内被ば
く）が1mSvを越え
ないようにする 

5mSv/3月 
妊娠の事実を知った
後、出産まで  
腹部表面の等価線量
限度2mSv 
内部被ばく1mSv 

― ― 

mSv：ミリシーベルト 

線量限度 

　日本の現行法令には、まだ、国際放射線防護委員会（ICRP）の 2007 年勧告の取
り入れは行われていませんが、線量限度については、2007 年勧告と 1990 年勧告に
大きな違いはないため、ほとんどが 2007 年勧告と合致しています。なお、職業人女
性の線量限度（5ミリシーベルト /3 か月）のように、日本特有の線量限度も存在し
ます。
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国際放射線防護委員会（ICRP）勧告と我が国の対応 

国際放射線防護委員会（ICRP） 
2007年勧告 福島第一原発事故での対応 

職業被ばく 

救命活動 
（情報を知らされ
た志願者） 

他の者への利益が
救命者のリスクを
上回る場合は線量
制限なし 

厚生労働省電離放射線障害防
止規則の特例 
従来の100mSvから250mSvに
引き上げ 
※2011年11月1日以降、原則
100mSvに戻すことが決められ
た。 

他の緊急救助活動 ～500mSv 

公衆被ばく 

緊急被ばく状況 20～100mSv/年の
範囲で決める 

例  
計画避難地域での避難の基準: 
20mSv/年 

復旧時 
（現存被ばく状
況） 

1～20mSv/年の範
囲で決める 

例  
土壌の除染のための基準: 
1mSv/年 

mSv：ミリシーベルト 

線量限度 

　国際放射線防護委員会（ICRP）の 2007 年勧告の国内法令取り入れの審議中に、
福島第一原発事故が起こりました。事故によって被ばく状況が変わり、日本の法令に
はない参考レベルの考え方が採用されました。
　参考レベルを用いた被ばく線量の線量管理では、第一に、ICRP2007 年勧告の被
ばく状況に応じた線量目安を参考に、不当に高い被ばくを受ける人がいないように参
考レベルを設定し、第二に、その参考レベルよりも高い線量を受ける人がほとんどい
ない状況が達成されたら、必要に応じて、さらに低い参考レベルを設定することで、
線量低減を効率的に進めていくこととされています。
　そこで、放射線審議会での議論を終えていた緊急時の職業被ばくの線量限度につい
ては、特例として 100 ミリシーベルトから 250 ミリシーベルトに変更して対応され
ました。その後、原子炉が安定的な冷温停止状態を達成するための工程が完了したこ
とを踏まえて、この特例も廃止されました。
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